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港区特別職報酬等審議会答申（概要） 

 

 

１ 区議会議員の議員報酬及び特別職の給料 

  ０．９％引き上げる。 

 

  議員報酬 

単位：円  

区分 改定後の報酬月額 現行の報酬月額 引上げ額 

議長 ９１９，６００ ９１１，４００ ８，２００

副議長 ７９４，９００ ７８７，８００ ７，１００

委員長 ６６２，１００ ６５６，２００ ５，９００

副委員長 ６３４，５００ ６２８，８００ ５，７００

議員 ６２２，３００ ６１６，７００ ５，６００

  ※実施時期 令和６年４月１日 

        ただし、令和６年４月１日以降に退任した者については、引上

げを実施しない。 

   

特別職給料 

                              単位：円  

区分 改定後の給料月額 現行の給料月額 引上げ額 

区長 １，２７３，１００ １，２６１，７００ １１，４００

副区長 １，０２３，７００ １，０１４，６００ ９，１００

教育委員会教育長 ９５１，２００ ９４２，７００ ８，５００

常勤監査委員 ７６１，０００ ７５４，２００ ６，８００

  ※実施時期 令和６年４月１日 

        ただし、令和６年４月１日以降に退任した者については、引上

げを実施しない。 
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２ 区議会議員及び特別職の期末手当 

  年間支給月数を０．２月引き上げる。 

 

支給月 ６月 １２月 合計 

現行の年間支給月数 ２．０月 ２．０月 ４．０月 

令和６年度 
２．０月 

（―） 

２．２月 

（＋０．２月） 

４．２月 

（＋０．２月）

令和７年度以降 
２．１月 

（＋０．１月） 

２．１月 

（＋０．１月）

４．２月 

（＋０．２月）

  ※実施時期 令和６年度は、令和６年１２月１日、令和７年度以降は、令和

７年４月１日から実施。 

        ただし、令和６年度中に就任した区長及び副区長については、

令和６年度に限り年間支給月数の引上げ幅を０．１月とする。 


